
6

香美市議会だより平成28年8月1日 第42号

7

南海トラフ地震に備え、補助制度を利用して

家具の固定をしましょう！
　南海トラフ地震では、本市の場合は、津波の被害想定はされていませんが、大きな揺
れによる家屋の倒壊や、建物には大きな被害がない場合でも、家具や家電製品の転倒・
散乱により怪我を負ったり、逃げ遅れて命の危険にさらされる場合等が予測されます。
　南海トラフ地震から身を守るためには、家屋の耐震化はもちろんですが、事前に家具
の固定や配置などの工夫を行い、家の中の安全確保をしておくことも必要です。

○ 金具で家具を固定
○ ベルトなどで固定
○ ポール式（つっぱり棒）で固定
○ 粘着マット・ストラップで固定
○ ガラス飛散防止のフィルムを貼る　など

◎家具転倒防止金具等の購入費補助

　・ 補助対象世帯　　市内に住所を有する世帯
　・ 補助対象経費　　家具の転倒を防止するための器具、及びガラス
　　　　　　　　　　飛散防止フィルムなどの購入に要する費用
　・ 補助金額　　　　補助対象経費の２分の１（上限１０, ０００円）
　　　　　　　　　　※１世帯につき１回限り
　・ 申込期限　　　　平成２９年１月２７日（平成 2 ８年度）

◎家具転倒防止金具等の取り付け作業代行

　・ 対象世帯　　　　市内に住所を有する世帯　
　・ 事業内容　　　　転倒防止金具等の取り付け作業を行う
　　　　　　　　　　作業員を無償で派遣
　　　　　　　　　　※１世帯につき１回限り、家具５台まで
　・ 申込期限　　　　平成２９年１月２７日（平成２８年度）

　申請等お問い合わせ先は　　香美市役所防災対策課　
　　　　　　　　　　　　　　TEL 0887－52－8008
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